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※買受けを希望される方は、この実施要領をよく読み、内容を十分把

握したうえでお申込みください。
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　①本契約時に、全額を支払う。
　②本契約時に、売買代金の10％を契約保証金として納付し、
　　残額を本契約後30日以内に支払う。

市有地売却（随時募集）の概要

　川西市では市有地（平野三丁目593-1外3筆）の売却を、随時受付（先着順）により行います。

令和8年2月9日（月）から令和8年4月30日（木）まで

（土・日・祝日除く）

受付時間は午前9時から午後5時まで（正午から12時45分までを除
く）

場所 川西市都市政策部資産活用課（市役所5階4番）

※申込み受付期間内において、必要書類を受付窓口に持参された方を買受人候補者として受
付します。なお、郵送、電話、ファックス、メール等による申込みは受付できませんのでご
了承ください。
※買受人が決定するまでは申込み受付を継続しますが、購入権は原則として先着順となりま
すので、予めご了承ください。

2通りから選択

  （契約保証金は売買代金に充当）

物 件 の 引 き 渡 し

所有権移転登記など

　※　詳細は、『令和7年度市有地売却(随時募集)平野三丁目593-1外3筆実施要領』を
　　　よくお読みください。

１． 申 込 の 受 付
期間

２． 買受人予定者の決定
買受人候補者を受付した後、先着順に10日以内（土日・祝日を除
く）に書類審査を行い、買受人予定者を決定します。

３．
買 受 人 の 決 定

売 買 契 約 締 結

買受人予定者を決定した後、10日以内（土日・祝日を除く）に
売買契約を締結することで正式な買受人として決定します。

５．
売買代金納入確認後、物件を引き渡します。
また、本市において所有権移転登記・買戻し権設定登記を行いま
す。

４． 売 買 代 金 の 支 払
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市有地等売却の実施要領〔買受申込みから引き渡しまで〕

１．申込内容の掲載

○と き 令和８年１月２６日（月）から市ホームページに掲載開始

２．申込資格

○ 次の事項に該当する方は、申込みすることができません。

（１）成年被後見人

（２）一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない

者

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申し立てがなさ

れている者

（４）法人税、所得税、固定資産税、法人市民税、住民税を滞納している者

（５）川西市暴力団排除に関する条例（平成２４年条例第５号）第２条に規定する暴力団、

暴力団員及び暴力団密接関係者

３．最低売却価格

○ 最低売却価格 13,300,000 円

申込書には、最低売却価格以上の金額を記入してください。

４．申込方法及び留意事項

（１）所定の申込書に必要事項を漏れなく記入し、記名押印の上、受付開始日以降に受付

場所へ直接持参し、提出してください。（郵送、電話、ファックス、メール等による申

込みはできません。）

（２）申込受付期間内に必要書類を受付窓口まで持参した方を「買受人候補者」として受

付いたします。書類審査は先着順で行い、最初に審査を通過した方を「買受人予定者」

として決定します。

（３）同時に複数の申込みがあった場合は同着とみなし、「市有財産買受申込書」に記載さ

れた買受金額が最も高い方から順に書類審査を行います。なお、買受金額が同額とな

る場合は、くじによって書類審査を行う順番を決定します。

（４）提出された書類に不備があった場合は、正しい書類を提出され、全ての書類が揃っ

た後に、書類審査の順番を改めて付番します。

（５）添付書類

個人の場合⇒印鑑登録証明書１通（共有で申請する場合は全員の分）

住民票１通（共有で申請する場合は全員の分）

納税証明書各１通（所得税・税務署様式３の２、住民税と川西市の固

定資産税）

誓約書（様式２）

委任状（代理人が申し込む場合 様式３）

委任者本人だとわかるもの（代理人が申し込む場合）

法人の場合⇒印鑑証明書１通（共有で申請する場合は全法人の分）

当該法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書）１通（共有で申請

する場合は全法人の分）
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納税証明書各１通（法人税・税務署様式３の３、法人市民税と川西市

の固定資産税）

誓約書（様式２）

委任状（代理人が申し込む場合 様式３）

委任者本人だとわかるもの（代理人が申し込む場合）

※ 証明書類は申込日の３カ月以内に発行されたもの

※ 納税証明書は最新年度のもの

（６）申込期間

令和８年２月９日（月）から令和８年４月３０日（木）まで

（土・日・祝日除く）

午前９時～午後５時（正午から１２時４５分までを除く）

（７）提出先

〒６６６－８５０１ 川西市中央町１２番１号

川西市都市政策部資産活用課（川西市役所５階４番）

（８）申込者が買受人となります。土地売買契約書及び所有権移転登記は、申込書に記

載された名義でしか行いません。

（９）買受人が確定するまでは申込み受付を継続しますが、先着順となりますので、予

めご了承ください。

（10）申込書への金額の記入には、アラビア数字（０、１、２、３…）の字体を使用し、

最初の数字の前に\マークを付け、当該物件の買受金額を記入してください。

（11）次のいずれかに該当する場合は、申込みができないうえ、書類を提出しても買受

人候補者として受付しません。

①買受人が決まってから提出された申込み

②申込書または誓約書の記載に不備があるもの、または記載が不明瞭な申込み

③最低売却価格を下回る金額の申込み（13,299,999 円以下）

④申込資格のない者が行った申込み

⑤申込書に記載した金額その他（申込者又は共有者の氏名等主要部分）が不明確

な申込み

⑥申込書に記名押印のない申込み

⑦申込書の買受け金額を訂正した申込み

⑧必要書類が揃っていない申込み

５．買受人予定者・買受人の決定

買受人候補者を受付した後、10 日以内（土日・祝日を除く）に書類審査を行い、買受

人予定者を決定し、通知します。

買受人予定者を決定した後、10 日以内（土日・祝日を除く）に土地売買契約を締結す

ることで正式な買受人として決定します。

６．契約の締結と売買代金等の支払方法

（１）川西市と買受人は、買受人予定者を決定した後、10 日以内（土日・祝日を除く）
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に土地売買契約書により締結します。

＊土地売買契約は、必ず「申込者」名義で締結してください。

共有名義で申込した場合は、必ず「共有者全員」の名義で締結してください。

（２）買受人は、土地売買契約締結後に、売買代金を一括又は分割によりお支払いくだ

さい。

（一括納付）

・土地売買契約締結後、市が指定する期日までに全額をお支払いください。

・市が発行する納付書により、お支払いください。

（分割納付）

・土地売買契約締結後、市が指定する期日までに売買代金の１０パーセント（１

円未満切上げ）を契約保証金として納付してください。

・契約保証金は、売買代金に充当します。

・残額は、土地売買契約締結後３０日以内にお支払いください。

・残額の支払が行われず、契約が解除された場合、契約保証金は還付しません

のでご注意ください。

（３）買受人が期限までに土地売買契約を締結しない場合は、買受人としての効力を失

います。

（４）土地売買契約書に貼付する収入印紙は、買受人の負担となります。

７．物件の引渡し及び所有権移転登記

（１）売買代金が完納された後、現状有姿で物件を引渡します。

また、川西市において所有権移転登記を行います。

（２）登記に要する費用（登録免許税）は、買受人の負担となります。

８．用途の規制

（１）売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律

第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連

特殊営業その他これらに類する用途に供することができません。

（２）売買物件を川西市暴力団排除に関する条例（平成２４年条例第５号）第２条に規

定する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者並びにその他反社会的団体の事務所

その他これに類する用途に供することができません。

９．その他の注意事項

（１）物件の引渡しは現状有姿のままで行います。必ず、各自で事前に現地確認をして

ください。

（２）物件調書の「その他特記事項」に、売買条件を記載していますので、遵守してく

ださい。不明な点は、事前に川西市都市政策部資産活用課にご確認ください。

（３）土地売買契約には、当該物件を用途の規制に違反した場合の買戻特約を付帯しま

す。

（４）土地売買契約締結の日から売買物件の引渡しの日までの間において、市の責めに

帰すことのできない事由により、売買物件に滅失、毀損等の損害を生じたときは、
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その損害は買受人の負担とします。

（５）買受人は、土地売買契約締結後、売買物件の種類、品質、数量又は面積等に関し

て、契約の内容に適合しない事由があっても、売買代金の減額若しくは損害賠償の

請求又は契約の解除をすることができません。

（６）売買物件内の工作物及び樹木等の撤去及び処分等が必要な場合は、買受人の負担

で行ってください。

（７）売買物件の埋設物調査、地盤調査及び土壌調査は行っていません。埋設物などの

撤去及び処分等が必要な場合は、買受人の負担で行ってください。地盤及び土壌に

関して工事等が必要な場合も同様です。

（８）売買物件に越境物がある場合についても、現状のままでの引き渡しになります。

市は越境物等に関する隣接土地所有者等との協議は行いませんので買受人において

対応してください。土地売買契約後に越境関係が判明した場合も同様です。

（９）隣接地との境界標は、現状のままの引き渡しになります。境界標の補修や打ち直

しは行いません。

（10）買受人が、土地売買契約に定める義務を履行しないために、市に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければなりません。

（11）本市の都合により、予告なく募集を取りやめることがあります。予めご了承くだ

さい。
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土 地 売 買 契 約 書（案）

売主 川西市（以下「甲」という。）と買主 （以下「乙」という。）

とは、次の条項により土地売買の契約を締結する。

（信義誠実の義務）

第１条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。

（目的）

第２条 甲は、その所有する第３条に掲げる土地（以下「この土地」という。）を現状有姿の

まま乙に売り渡し、乙は、これを買い受けるものとする。

（売買物件）

第３条 売買物件は、次のとおりとする。

（売買代金）

第４条 この土地の売買代金は、金 円とする。

（契約保証金）

第５条 この土地の売買に関する契約保証金は、金 円とする。

２ 乙は、売買代金から第１項の契約保証金を控除した 金 円

を甲の発行する納付書により、甲の指定する日までに甲に納付しなければならない。

３ 第１項の契約保証金は、第２０条に定める損害賠償額の予定又はその一部としない。

４ 第１項の契約保証金には利息を付さない。

５ 甲は、乙が第６条に定める義務を履行したときは、第１項に定める契約保証金を売買代金

に充当するものとする。

６ 甲は、乙が第６条に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金は甲に帰

属するものとする。

（売買代金の支払）

第６条 乙は、第４条に定める土地代金を、甲の発行する納付書により、甲の指定する日

（令和８年 月 日）までに甲に支払わなければならない。

２ 乙は、売買代金を支払期日までに支払わないときは、支払期日の翌日から売買代金を支払

所 在 地 番 地 目 公簿地積（㎡） 実測地積（㎡）

川西市平野三丁目 ５９３－１ 山林 ３３９．００ ３３９．８３

川西市平野三丁目 ５９３－６ 雑種地 ３０．００ ３０．００

川西市平野三丁目 ８３２ 畑 ４６．００ ４６．９０

川西市平野三丁目 ８３３ 山林 ６２．００ ６２．２６
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う日までの日数に応じ、年５％の割合で算出した遅延利息を甲に支払わなければならない。

（所有権移転登記等）

第７条 乙は、契約締結後速やかに登録免許税相当額の印紙及びその他所有権移転登記に必要

な書類を甲に提出しなければならない。

２ 甲は、前条の売買代金の支払を受けた後、乙を権利者とする所有権移転登記及び買い戻し

特約登記を行うものとする。

（所有権の移転）

第８条 この土地の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。

（土地の引渡し）

第９条 甲は、前条の規定によりこの土地の所有権が乙に移転したときに、引渡すものとする。

（危険負担）

第１０条 乙は、契約締結の時からこの土地の引渡しの時までにおいて、この土地が甲の責め

に帰すことのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対して売買代金の減免を

請求することができない。

（契約不適合責任）

第１１条 乙は、本契約を締結したあとにおいて、土地の種類、品質、数量又は面積等に関し

て、契約の内容に適合しない事由があっても、それを理由に履行の追完の請求、代金の減額

の請求、損害賠償の請求、及び契約の解除をすることはできず、甲は乙に対して契約不適合

責任を負わないものとする。

（用途の規制）

第１２条 乙は、この土地を所有するにあたり、次に掲げる内容を遵守しなければならない。

(1) 当該売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業

その他これらに類する用途に供しないこと。

(2) 当該売買物件を川西市暴力団排除に関する条例（平成２４年条例第５号）第２条に規定

する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者並びにその他反社会的団体の事務所その他こ

れに類する用途に供しないこと。

(3) 別表物件調書の「売却条件」に記載されている全ての事項を遵守すること。

２ 乙は、この土地の所有権を第三者へ移転する場合には、前項の使用の禁止を書面によって

承継させるものとし、当該第三者に対して前項の定めに反する使用をさせてはならない。

３ 乙は、前項の第三者がこの土地の所有権を移転する場合にも同様に前２項の内容を転得者

に承継することを書面で義務づけなければならない。

（違約金）

第１３条 乙は、第１２条に規定する用途の規制に違反したときは、売買代金の２０％を違約

金として甲に支払わなければならない。

（買戻しの特約）

第１４条 甲は、乙が第１２条に規定する用途の規制に違反した場合には、契約締結の日から
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５年間、この土地の買い戻しをすることができる。

２ 甲は、前項に定める買戻期間中に、乙が第１２条の義務を履行した場合においては、買戻

しの特約を解除する。

（買戻しの登記及びその抹消）

第１５条 乙は、甲が前条第１項の規定に基づき、期間を５年とする買戻権並びに第１６条第

１項及び第２項に定める特約事項を登記することに同意する。

２ 甲は、前条第２項に定めるところにより買戻しの特約を解除したときは、乙の請求により

買戻権の登記の抹消登記を行うものとする。

３ 前項の買戻権の登記の抹消登記に係る登録免許税は乙の負担とする。

（買戻権の行使）

第１６条 甲は、第１４条第１項に定める買戻権を行使するときは、乙が支払った売買代金よ

り第１３条に定める違約金を差し引いて返還するものとする。ただし、当該売買代金には利

息を付さない。

２ 甲は、買戻権を行使するときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。

３ 甲は、買戻権を行使するときは、乙がこの土地に支出した必要費、有益費その他一切の費

用は償還しない。

（契約の解除）

第１７条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないとき又は乙が川西市暴力団排除に関

する条例施行規則第２条第１号に規定する暴力団等であると判明したときは、催告によらな

いでこの契約を解除し、又は土地を買い戻すことができる。

（返還金等）

第１８条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。

ただし、当該返還金には利息を付さない。

２ 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。

３ 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費

用は償還しない。

（乙の原状回復義務）

第１９条 乙は、甲が第１４条第１項の規定により買戻権を行使したとき又は第１７条の規定

により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までにこの土地を原状に回復して返還し

なければならない。ただし、甲がこの土地を原状に回復させることが適当でないと認めたと

きは、現状のまま返還させることができる。

２ 乙は、前項ただし書の場合において、この土地が滅失又はき損しているときは、契約解除

時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰す

べき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなけ

ればならない。

３ 乙は、第１項に定めるところによりこの土地を甲に返還するときは、甲の指定する期日ま

でに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。

（損害賠償）

第２０条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害
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の賠償を請求することができる。

（返還金の相殺）

第２１条 甲は、第１８条第１項の規定により、売買代金を返還する場合において、乙が第

１９条第２項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還す

る売買代金の全部又は一部と相殺する。

（契約の費用）

第２２条 この契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。

（管轄裁判所）

第２３条 この契約に関する訴えの管轄は、川西市を管轄区域とする裁判所とする。

（疑義の決定）

第２４条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ

決定する。

この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その

１通を保有する。

令和８年 月 日

（甲）住所 川西市中央町１２番１号

氏名 川西市長 越 田 謙 治 郎

（乙）住所

氏名
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更地

　　　　478.99㎡

無

無

無

１００ ％

上水道

交通機関

　物　　件　　調　　書
物 件 番 号 7-3

所　在　地 川西市平野三丁目593-1外3筆

最低売却価格 13,300,000　円

地　　目 山林外

現　　況 雑種地 土地の状況

地　　積 登記簿 477㎡ 実測

接面道路の状況
東側【種別】市道（264号）（建築基準法第42条2項）
　　【幅員】約3.0～3.8m　　

用途地域 第一種低層住居専用地域 地区計画

土砂災害区域 無 埋蔵文化財包蔵地

ハザードマップ 洪水 無 内水

指定建ぺい率 ５０ ％ 指定容積率

市営水道 下水道 公共下水

　緑台公民館　　　北西へ　  約950m

　多田東小学校　  南東へ　  約950m

　多田中学校　    南西へ　約1,200m

　能勢電鉄「平野」駅   北東へ　約260m

①川西市景観条例に基づく届出が必要となる可能性があるため、都市政策課（都市計画担
当）に確認すること。
②屋外広告物を掲出する場合は、兵庫県屋外広告物条例に基づく許可が必要となる可能性
があるため、都市政策課（都市計画担当）に確認すること。
③川西市では、開発行為に対し都市計画法・建築基準法などの法令や兵庫県・川西市の
定める条例に加え「市域において行われる開発行為等の適切な規制・誘導を行うために
必要な基準を定め、良好な都市環境の形成と円滑な都市機能の向上を図ることで、安全
で安心かつ快適な住環境を実現すること」を趣旨とする川西市開発行為等指導要綱に基
づき指導・協議を行っているため、事前に建築指導課と協議を行うこと。

④都市計画法、建築基準法、建築基準条例、宅地造成及び特定盛土等規制法などの関係法
令を遵守し、必要な事項について必ず関係部署と協議すること。

⑤「建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律」について建築指導課と協議するこ
と。

⑥既設擁壁の安全性を明確にすること。また、安全性が確保できない場合はやり替える
こと。

⑦近隣住民、地元自治会等に対し、開発計画及び建築計画等について十分説明するこ
と。開発行為等において、新たな協議事項が発生した場合は、速やかに協議に応じるも
のとし、必要な措置を講じること。

⑧官民境界を遵守すること。

⑨市道にかかる改築、占用等については、事前に道路法に基づく届出を行うこと。

⑩法定外公共物（市管理道路・里道・水路など）にかかる改築・占用等については、事前
に法定外公共物使用等許可の届出を行うこと。

⑪排水設備工事の着手前に、経営企画課に公共上下水道特別使用許可申請書を提出し、受
益者負担金を納付すること。

⑫給水計画（引込口径、給水方式等）については事前に水道課と協議すること。

⑬上水道の配管状況を台帳閲覧して確認すること。

⑭下水道の配管状況を台帳閲覧して確認すること。

⑮当物件敷地には公共下水道が整備されていないため、汚水排水計画において、公共汚水
桝及び取付管の整備が必要となった場合は、自費で行うこと。

⑯公共下水道に係る工事を実施する場合は、現地調査を十分に行い、下水道法に基づく許
可申請・承認後着手すること。
⑰消防水利及び消防活動用空地の設置について事前に警防課と協議すること。

公共施設

その他
特記事項
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注釈： 注釈

位置図

1/1
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市有財産買受申込書

令和 年 月 日

川西市長 越 田 謙 治 郎 様

郵便番号

申込者 住 所

氏 名 実印

(TEL － － )

川西市が実施する随時募集の売却について、必要書類を添えて次のとおり申し込みます。

１申込物件

２買受金額 円

３くじ番号

４添付書類

① 印鑑登録証明書〔法人の場合は印鑑証明書〕

② 住民票〔法人の場合は登記事項証明書（履歴事項全部証明書）〕

③ 納税証明書〔法人の場合は法人税・法人市民税・固定資産税、

個人の場合は所得税・市県民税・固定資産税〕

④誓約書（様式２）

⑤委任状（代理人が申し込む場合 様式３）

⑥委任者本人だとわかるもの（代理人が申し込む場合）

所 在 地 地 目 地積（実測） ㎡

川西市平野三丁目５９３－１ 山林 ３３９．８３

川西市平野三丁目５９３－６ 雑種地 ３０．００

川西市平野三丁目８３２ 畑 ４６．９０

川西市平野三丁目８３３ 山林 ６２．２６

様式１受付印

※くじ番号について

任意の 4桁の数字「0000~9999」を記入(「0」の桁も記入が必要)
記入のない場合や、文字が判別不可能である場合には「0」が記載されたものとします。
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様式第１号（第２条関係：受注者用）

誓 約 書

私は、川西市が「川西市暴力団排除に関する条例施行規則」（以下「施行規則」という。）に基づき、貴市が行

うすべての契約から暴力団を排除していることを認識した上で、契約の締結を行うとともに、下記のとおり誓約

いたします。

なお、これらの事項に反する場合、契約解除や損害賠償請求等貴市が行う一切の措置について異議の申立てを

行いません。

記

１ 施行規則第２条第１号に規定する暴力団等（以下「暴力団等」という。）に該当しません。

２ 施行規則第４条により川西警察署長（以下「署長」という。）へ照会を行うことに合意し、貴市の求めに応

じ速やかに役員等名簿を提出いたします。

３ 暴力団等に該当する者を施行規則第２条第４号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）とし

ません。

また、署長への照会の結果又は署長からの通報により、下請負人等が暴力団等に該当することが明らかにな

った場合には、受注者の責任において当該下請負人等との契約を速やかに解除します。

もし、貴市の求める期限内に当該下請負人等との契約が解除できない場合には、契約解除や損害賠償請求等

貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。

４ 当該契約に関して受注者として下請負人等と契約を締結した際、下請負人等に対し川西市長宛誓約書の提出

を求め（一次下請負人が二次下請負人と契約を締結した際は、二次下請負人に対し川西市長宛誓約書の提出を

求め、以降すべての下請負人等との契約についても同じ。）、受注者の責任において貴市に当該誓約書を提出い

たします。

また、契約に係る一連の手続において、締結しようとしている契約についての事務の連絡を行う者その他の

関係者等に関して、貴市が署長への照会の必要性を認めた場合は、関係者に対して当該誓約書の趣旨を説明の

上で、関係者より誓約書及び役員等名簿の提出を求め、速やかに貴市に対して提出いたします。

５ 当該契約の履行に伴い、暴力団等から施行規則第９条第１項に規定する不当介入（以下「不当介入」という。）

を受けたときは、貴市に報告するとともに、警察に届け出て、捜査上必要な協力を行います。

また、下請負人等に対し、暴力団等から不当介入を受けたときは、受注者を通じて貴市に報告するとともに、

警察に届け出て、捜査上必要な協力を行うよう指導します。

６ 暴力団等に該当することが明らかになった場合、署長からの回答等の内容について、外郭団体等を含む貴市

関係部局が情報を共有することについて承諾いたします。

７ 代表者、役員その他誓約書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに、書面により届出いたします。

令和 年 月 日

川 西 市 長 宛

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

様式２
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役 員 一 覧 表

記載方法

①記載例に従って、役職、氏名、カナ、生年月日を記載してください。

②個人事業者の場合は代表者を、法人の場合はその役員及び契約締結にかかる代理人を置いている場合はその者

をあわせて記載してください。

③生年月日の記載については、元号に○をつけてください。

④同一内容であれば、任意様式での提出を可とします。

川西市暴力団排除に関する条例（平成２４年条例第５号）抜粋

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１） 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」と

いう。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

（２） 暴力団員 法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

（３） 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で、次のいずれかに該当するもの

をいう。

ア 暴力団員が役員（法第９条第１５号ロに規定する役員をいう。以下同じ。）として、又は実質的に

経営に関与している事業者

イ 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者（役員を除く。以下「監督責任者」という。）とし

て使用し、又は代理人として選任している事業者

ウ 次に掲げる行為をした事業者。ただし、事業者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者

が当該行為をした事業者に限る。

(ｱ) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の

威力を利用する行為

(ｲ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為

(ｳ) (ｱ)又は(ｲ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認

められる行為

エ アからウまでに掲げるいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、下請

契約、業務の再委託契約その他の契約を締結し、これを利用している事業者

役職 氏名 カナ 生年月日

（記載例）

代表取締役
川西 太郎 カワニシ タロウ

明治 大正 昭和 平成

３３年 ３月 ３日

様式２
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委 任 状

代 理 人 住 所

（受任者）

氏 名 印

私は、上記の者をもって代理人と定め、下記物件の売却にかかる申込み及び

これらに付帯する一切の権限を委任します。

記

物件の表示

川西市長 越 田 謙 治 郎 様

令和 年 月 日

委任者 住 所

氏 名 実印

（上記の内容が記載されていれば様式は問いません）

所 在 地 地 目 地積（実測） ㎡

川西市平野三丁目５９３－１ 山林 ３３９．８３

川西市平野三丁目５９３－６ 雑種地 ３０．００

川西市平野三丁目８３２ 畑 ４６．９０

川西市平野三丁目８３３ 山林 ６２．２６

様式３
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くじによる契約の相手方決定シート

くじ番号が若い者から順に０➡１、２・・・
当選番号

０

１

２

３

４

者 ＝A

者 ＝B （対象となる物件に申込した数）

億 千万 百万 十万 万 千 百 十 壱

円

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

くじ対象となった金額を一桁ずつ加算

➡ 金額各桁合計値 ①～⑨の合計 ＝C

① ② ③ ④ ⑤

くじ番号の総和を一桁ずつ加算

➡ ①～⑤の合計 ＝D

B C D

＋ ＋ ＝ ＝E

÷ ＝

くじ番号 申込者名

くじ対象者①

くじ対象者②

くじ対象者③

くじ対象者④

くじ対象者⑤

くじ番号 申込者名

くじ順位１位

くじ順位２位

くじ順位３位

くじ順位４位

くじ順位５位

くじ対象者数

申込者数

くじ対象となった金額

0

くじ番号の総和

くじ番号各桁合計値 0

申込者数 金額各桁合計値 くじ番号各桁合計値 足算結果

0 0 0 0

E A

足算結果 くじ対象者数 答え 余り 当選番号（＝余り）

0 0 0

件 名
令和７年度市有地売却（随時募集）

平野三丁目５９３－１外３筆実施要領

当選者

-17-



【問い合わせ先】

川西市都市政策部資産活用課

（市役所５階４番）

〒666-8501 川西市中央町１２番１号

℡ 072-740-1403（直通）


